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1.課 題 と 方 法

農地 改革 によ って 創設 された,零 細 自作 農の広範 な存在は,さ らにその経営地 が小地 片

に分 かれて 散在 す ることとか らんで,農 業 の機械化 ひいては近 代化 を,:し く妨げて きた。

したが って,耕 地 の区画 を整理 す る必要 が,長 い間叫ばれて きた1)・2)・3)・4)。

ところで 日本 にお ける土地 改良事 業の1開 をみ ると,と くに ここ十数年 その もつ意義 が

大き く変 化 しつつ ある。 すなわ ち戦 前には,土 地 改良事業 といえば,地 ⊥ 中心の土地生 産

性 追求 に!T.点がおかれ,地 主た ちは耕地 整理へ の投下 資本額 が どの程度 に小 作料の安定 と

増 大に役 だつかだ けに関心 を もって いた5)。 戦後 か ら昭和30年 代の半 ばにか けては,食 糧

増 産を旗 印 に,各 地 で開拓 が さかん に行 なわれ,し か も土地生 産性 の上 昇が もっぱ ら追求

され,労 働生 産性 に関 して は,農 業機械 がよ うや く普及 しか けた時期で あ る。 しか るに,

昭和30年 代 後半 にお け る経 済の高 度成長 期に入 るや,米 作 中心 か らい わゆ る成 長作物を 中

心 とす る商 品作 物の産地 化をはか るよ うに,農 業 の転換 が行 な われ た。 それ に従 い,従 来

の増rzY__/x.11土 地生 産性追求一 か ら,省 カー 労働生産性追 求一 へ と,志 向が変 った。 それ の基

盤 とな る ものが,稲 作を 中心 とす る大型機 械化で あ り,そ れを前提 として,,ヒ 地fLJx整 備

璽業 が前而 に現 われて きた。

周 知の ご と く,農 業 と他 産業の所得 格差を 是正 し,農 業にお け る自立経営 を育成 す る目

的 で出発 した農 業構 造改善事業 にお いて も,土 地 基盤 整備→経 営近 代化施設 の導 入→作 目

の選択 的拡 大→ 自立経 営農 家の育 成 とい う型 の もとに,土 地基盤 整備事業 は と くに重要 な

意 義を与え られて い る。す なわ ち,標 準 的に は1区 画30aに 区 【1嚇冬理 し,大 型機械 の導 入

の ための土 地基盤 が整備 され る。か か る点 で,労 働生 産性 を さほ ど考慮 しなか った,以 前

の土地 改良事 業 とは異質 の もので あ る。

構 造改善事業 によ る 農業の大型機械 化 は,将 来 期 待 され るべ き 二つ の性格 を有 して い

る。一一つ は米 と米以外の いわゆ る成 長作物の導入 によ る経営 の集約 化で あ り,他 は農業労

働 力の農外流 出の促進で あ る。 しか し現 実に は,よ うや く一般 化 されて きた,小 農適合 的

小 型機械化体 系 と競合関 係をお こさざ るを得 ない。 その ためには,大 型機械 化体 系の経 済

ll勺優 位性 が 明確 に され,計 画 的に利用組織 が 整備 されね ば,事 業の 目的 の実現 は困難に な

るであろ う6)。 とはいえ,農 業 の発展 のため には,こ うい った矛盾 を克服 して いかね ばな

らない。か か る状勢下 にあ って,そ の事業の遂行 が,地 域の 農業に と って,ど のよ うな意

義を もつか。 あ るいは新 しい地 域 農業の発 展 にあた り,そ れが構造 展開 の契機 とな り得 る

か。 そ こに含 まれ る問題 は何か。 筆者 は これ らの点 を明 らかに したい と考え る。

筆 者は 先に,農 業構造改 善事 業の実 施によ る産地 の形成 を,旧 産地 に対す る新 産地 とい

う視 点か ら比 較検討 した7)。 今 回は 大型機械 化を前提 とした土地某 盤整備 事業が,い か に

地域 農業構造へ 組み込 まれて い くか,そ の入 り方を考 案す る。地域 が異 な るに したがい,
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農民側における事業の受けとめ方は違 った形で現われて くるのではないか。あるいはまた

それにはある種の共通点が認め られるのではないか。本稿では,か かる構造改善事業の遂

行 にあた り.近 江盆地8)における山間小盆地農村 と平地農村の間において,地 域農業の展開

にどのよ うな異同があるかを明らかにしたい。すでに昭和45年 度からは,第2次 改善事業

が各地で実施 されているが,一 般 に計画というものは実施す ることに最大の感心があ り,

それが完了 して しまうと放置される傾向がある。いままでの地理学的研究でも,何 かの計

画がある地域で実施 された場合,そ の事業内容の紹介に終わる恐れがないわけで もなか っ

た。それを避けるためにも,地 域農業の現実の姿に大胆に メスを入れ,農 業者の生活の中

か ら本質的な ものをつかみとるべ きではなかろうか。本稿はこの意味でも,農 業者の事業

に対する対応の仕方により,地 域農業の本質を解明す ることにk眼 をおいてい る。

2.滋 賀県 における農業構造改善事業 の地域 的展 開

滋賀県 は米作県であることか ら,米 を中心に した 土地基盤整備事業に 重点をおいてい

る。たとえば昭和40年 までに総事業費の67.8°oが土地基盤整備にあて られている。いわゆ

る米+ア ルファ作目の代表的地域であるといえる。周知の如 く農業構造改善事業は米の生

産を抑制し,米 以外の作 目の選択的拡大をはか ることにある。 しか し米作を疎外す るかど

うかは別にして,我 が国の農業の構造改善をすすめる場合には,何 よりも稲作を対象の中

心におか ざるを得ない ことはい うまで もない。 このことはまた,本 稿の目的を達する場合

に も最大の条件 となって くる。

さて,滋 賀県の農業は米の単一一栽培が大勢を占める。戦前の 「近畿段階」では,野 洲郡
の米反収は全国での最高をあげた時期 もあった。昭和40年 における米の農業生産額に占め

る割 合は71・6°0で,近 畿地方で最高 の比率を示す9)。 米 に代表 され る耕種合計の粗生産額

に占める割合は86%に も及ぶ。商品作物としては,野 洲川上流域に茶が栽培 され10),草 津

周辺では園芸農業が注目され る11)ほかは,ほ とんど重要性はない。 こうい った単一栽培 に

近い地域では,農 業生産の地域性を明らかにするには,ウ ィーバー流12)・13)の作物結合型

による地域区分は通用 しない・第1図 は農業経済区分図である。農業所得は農業構造の総

合的指標 としてとらえうる14)。農業所得の高低は農業経営の規模 と反当り収量に規定 され

る。すなわち農業所得の高い地域は経営規模 も大 きく,反 当 り所得 も大きい地域である。

一方兼業所得は農 業所得 と表裏の関係にあるが
,こ こでは事実上農業の比重の少ない農家

である,第2種 兼業農家をとりあげた。図は省略するが農業所得は兼業依存度 と逆 相関の

関係 にあり,相 互補完的である。

さて,高 農業所得地域を形成す るのは,鈴 鹿山脈に源を発す る野洲川,口 野川,愛 知川

流域の湖東平野であり,安 曇川流域の扇状地,さ らには姉川流域にも若干の高所得地域が

見 い出され る。主要河川の流域平野が近江盆地の殻倉地帯を形成 している。一方低所得地

域は,大 津周辺の湖南地方の都市化 ・工業化の進んだ地域 と湖北地方とその山間部にみ ら

れる。 これ らの低所得地域はまた高率兼業零細規模地域である15)。

さてこのような近江盆地のなかにあって,農 業構造改善事業の実施はどのよ うな地域的

展開を示 しているであろうか。 滋賀県における構造改善事業の実施地区数は,最 終年度

である昭和44年 度までにパイRッ ト地区1,一 般地域30に 達する。事業実施率は全市町村

数の6割 に相当す る・ これに同一市町村での,第2次,第3次 実施地区数を加えると合計

43地 区にな り,実 施率は8割 強に及ぶ ことになる。 これ らの地域的展開をまず経済地帯別
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第1図 農業経済区分と構造改善事 業分布図

注 構造改善事業実施地区と基幹作国

S;米+養 蚕

G=米+野 菜

H=米+花 卉

L-":r畜 産

T一 米 牙茶

R=米

A一 米 升そ の 他

③=余 呉村片岡南部地区

◎一稲枝町普光lf甲崎地区

資料 農業所得続計(昭 和40年1

事業は44年度分まで

一14



構造改善事業と地域農業の対応

にみ ると,い わゆる平地農村 と農山村に事業実施地域が多いのに対 して,都 市近郊16)や山

村には少ない(第1表)。 こういった傾向は近畿地方全体に見 られるもので もある。滋賀

第1表 近畿地方農業構造改善事業の実施地域(経 済地帯別)
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県では,事 業の盛行する地域は,前 述の主要河川流域の農業高所得地域である。 これに対

して,湖 北と湖南の低所得地域一山村と都市近郊一は,農 業依存度 も極端に低 く,今 日に

おいては事業実施は,は なはだ困難になっている。 これら事業未実施地区の理由をい く

つかあげると次のごと くなる。 ①農業の相対的地位の低下 とともに 農業に対する熱意不

足。②地区選定の困難さと適当な基幹作目が選定でさない。③町の執行体制不十分。④反

対者が多い。⑤他の事業を実施中などがその主なものである。 こういった地域は経営規模

も零細で,農 業依存度 も低 く,農 業構造改 善事業をうけいれ る条件が不備であるといえよ

う17)。

次に基幹作目の地域的展開をみると,東 南部の野洲川上流域には米 ・茶が多 く,草 津周

辺には米 ・花卉,湖 東平野は圧倒的に米 ・野菜が多くなっている。 この作目の選択はかな

り経験的であると考え られる(第1図)。 以上の如 く,米+α 作目の導入の基幹作 目が多

いが,事 業投資か らみると,土 地基盤整備事業 と経営近代化施設の比率は 約7:3と な

り,土 地基盤整備に対す る投資が非常に多 くなっている。すなわち経営近代化の前提 とし

ての土地基盤整備に重点がおかれていることがわかる。

以上の地域より,事 業の盛行 している湖東平野から稲枝町を選定 し18),事業進行の遅れ

てい る湖北地方からは,唯 一の実施地域である余呉村の例をとり上 げた。 このことはまた

山間小盆地 と平地農村の比較研究に格好の場を提供す るものであ り,本 稿の目的 と合致す

る。

3.山 間小盆地 農村の場合 一 一余呉村片 岡南 部地 区

1)事 業の成立 とその基礎

余呉村は第1次 構造改 善事業で片岡南部地区,丹 生地区の2期2地 区にわた って事業が

実施された。2地 区合わせて 事業参加農家は335戸 で,余 呉村 全体の3割 近 くに 相当す

る。 さらに昭和45年 度からは第2次 構造改善事業が実施 されているが,こ れ も村内で実施

中であり湖北地方では珍 しく構造改善事業のさかんな村である。 もち論ここでは第1次 農
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業構 造改 劇 喋 の うち昭 和39年 ～41年 にか けて実 施 され,す でに事業 が完了 してい る片 岡

南 部地 区の場合 を と りあげ る。基 幹作 口は米 ・養 蚕で,参 加農 家は244戸 で あ る。 筆者 の

聴 き収 りによ って も,村 内で'1}:業の実施 され た地 区の結 果 は,大 同小異 で あ るこ とか ら,

片 岡1FJ部地 区で代表 させて 差 し支えな い と思 われ る。

余 呉村 は,経 済地 帯 別には 山村 に属す るが,事 業 の実 施 された片 岡南 部地 区は,村 で も

平 坦地 の 多い地 区で あ る。 本地 区は,国 安,東 野,今 市,新 堂,池 原の五部落256戸 か ら

な り,余 呉村 の中火か ら西 よ りに位 置す るL[i問小 盆地 であ る。地 区の中央 に余 呉川 が貫 流

し,こ の川 の西部 に水 田,東 部山 麓に畑 地 が展 開 して い る(第2図)。

第2図 片岡南部地区における事業前の土地利用

注1.宅 地2.水 田3.畑 地4.荒 地

1戸 当 り耕地 面積は約56aで,こ の うち水lri面 積は約37aと な って い るが,実 際に農業

収 入 とな るのは,こ の小規 模水r日だ けで あ る。 しか しこの零 細 な水 田 も,裏 日本 式気候 の

ため,冬 の積雪 も多 くその利用 は さ らに制限 され ざ るを得 な い。 水 田の裏作 利川 はほ とん

ど不 可能 とな る。 畑地 の利用 は桑 園が少 しあ るが粗放 でほ とん ど見 るべ き ものがない。人

々は 当然 の よ うに ,農 外 収入 を求 めて 町に 働きにで るため,総 農 家 の約6割 が第2種 兼業

農 家で あ る。事業 前 は水田 と畑 が混 在 して いたた め,水 利 も悪 く,機 械 化す るに も不便 で

あ り,牛 耕が さかん に行 われ てい た。 その上 耕地 の細 分 化は進み,1戸 平均5筆,1筆 当

り3aと 農業 に とっては,は な はだ悪条 件下 にあ った。事 業実 施前の状 況は か くの如 く,

農 業の経 済上 の地 位は 低 く,小 規 模水 田+低 生 産畑作 を前提 に して成立 した。 事業発足 当
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時は,近 江米 増産運動 の時期で あ り,そ の意味 では米作奨励 期で もあ った。 その ため本地

区 において も,事 業 の実施 に あた って,生 産性 の低い畑地 を水 田化す ることを重点 に実施

され た。 そ こで余呉川 南部に存在 した。 粗放畑地 ない しは荒 蕪地 をすべ て水 田に転換 した

次第で あ る。 畑地を水 田化す るためには,用 水確 保の 問題 が生ず るが,新 し く水 田化 した

耕地 では地下60～70mの 深 さにパ イプを打 ち こみ,2ケ 所 の揚 水機場 を設 置 した。 この地

下水 の ポンプ ア ップ は,部 落の飲用水 の枯渇を 防止す るため,深 層 の地下 水を汲 み上 げ る

こ とに な った19)。

ところで,事 業 実施 に際 して は,自 己負 担能 力 のない農家 な どを 中心 に,反 対 した人 も

少 なか らずあ った といわれ る。 しか し大勢 としては,機 械 化 の基盤 を作 る とと もに,1-3--1一接

生 産 力に関わ る⊥地条 件の差異 をな くす耕地 の均平 化は,農 業者 に とって,一 つ の課題 と

な って きた時期で もあ った。

2)区 画整理 と標準 区画 の分割

耕地の集団 化に い う観点か ら標準 区画 と換地 の問題 について考 えてみ る。 標準 区 画は原

則 と して80×40mの ほぼ30a区 画 であ るが,地 形 の制約か ら10a前 後 の区画を採 用 してい

る水 田 も見 られ る。 この30aの 標準 区画が1つ の闊題 として うか び上 って くる。農 業構 造

改善事 業では,だ いたい30a区 画を標準 区画 に してい る場合 が 多 い20)。 もちろん これが

事業 の意図す る 大 型機械 化 に 最適 の区画 で あ るとい う 根拠 は 認め られて い るわ けではな

い。 本地 区で 最大の問題 は 標準 区画 の分割 とい うこ とではなか ろ うか。 標準 区fEllの分割

は,普 通には農家 の耕地 面積 が何反何畝何 歩 とい うよ うに端数 がで るた め,そ れを調整 す

るた め標準 区画 を分割 して割 り合て る場 合が生 ず るこ とを さすが21),こ こで は もっと根本

的な問題 が提起 され ると考 え る。第4図 は区 画整理 実施地 区の換地 後の状態 を示 した もの

であ るが,い かに標準 区画の分割 が著 しいかがわか ろ う。 では実際 に どの ようにな ってい

るか。地区 内区画整理 田の総 区画数 は348で あ るが,こ れ を総計555人 の所 有者 で分割 し

て い る。 はなはだ しい例 では,一 区画 が5人 の所有 者 によ って 分割 されて い る。 この場 合

は30a区 闘の水 田が,平 均 すれば1戸 当 り6aに な って しま う。 さ らに地 区の北 西部ない

しは山麓の水 田は,緩 傾斜地 で あ るため,小 区画を採用 してい るが,そ の小 さい区 画 さ

え,何 人 かの所有者 によ って分割 して い る。 以 ドにおいて その原因を明 らかに したい。

一一般 に耕地が分 散 してお り
,区 醐整理後 の換 地 もいわゆ る 「原地 換地 」 を原則 とせ ざる

を得ない地 域では,分 散状 態を大 巾に改 善す ることはで きないので,標 準 区 画を余 り大 き

くはで きない。 そ うして耕地の集団 化の場合,耕 地 までの通作距離 や土 質の 相違 やそ の他

の理 由な どか ら,分 散地筆 を一団地 に集 巾す ることは 算実⊥ 不 可能 であ るか ら,集 団化の

徹底 して いる ところで も最 低2～3ケ 所 に分 散す ることは さけ られ ない。 この よ うな原則

で い くと,30a区 画の標準 区画を採 用す るには,仮 りに2ケ 所に集団 化が可能で あ ると し

て,1戸 当 り平均水 田面積 は60aが 必要 とな って くるで あろ う。 本地区で は経 営階層別 に

みて も50a以 下層 が全体 の8割 を 占め,37aが1戸 当 りの平 均規模で あ るので,こ れを2

ケ所 に集 団 化す ると して も18aの 標準 区画を採用せ ねば な らな くな る。

ところで,区 画整理 の実施 は地 区 内全水 田を対象 とす る場合 もあれ ば,構 造改善地 区内

で も,区 画 整理の対象 とな る水 田 と地 形上 の制約 などか ら,な お整 備 され ないで残 され て

い る場合が あ る。本地 区にお いて は,総 水 田面 積98haの うち,そ の8割 に相 当す る78.5ha

が今 回の構造改善 事業で 区画整理 が実施 され た。残 りの2割 の水田 も以 前に整理 され た所

もあ り22),山 麓部 に位置す る水田を除 いては,大 体 整理 済 の水 田 と考 えて差 し支 えなか ろ
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う。では今回の改 善事業によ って実際に どの程度 の水田が区画 整理 され たかを,今 市部落

と国安部落を例にとってみ よう。両部落 とも地区の1戸 当り平均水 田面積よ り大 き く,今

市では1戸 当り水 田面積 は45aで,こ の うち40aが 区画整理対象田 となった。国安は1戸

平均43aの 水田面積の うち30aが 対 象面積 とな った(第2表)。 すなわち標準 区画の30aと

ほぼ同 じ水kCllfiIi積が整理の対象 とな った。 この場合,換 地にあたて っは,耕 地 を一 ケ所 に

集団化が可能であるなら30a区 画で も良いが,諸 々の条件によ り2～3個 所に集団化せ ざ

るを得ないであろ う。本地 区では換地 後の団地数は筆数 とほぼ一致す るため第3表 のご と

第3図 片岡南部地区における事業前の状態

注1.宅 地2.部 落 界3.今 市部 落耕 地4,国 安 部落耕 地5,東 野 部 落耕地

6.池 原部 落耕 地7.A家 所有 地(79a)8,B家 所 得有 地(65a)

9.C家 所 有 地(49a)10.D家 所有 地(48a)11.E家 所有 地(28a)

12.F家 所有 地(19a)13.G家 所 有地(64a)14.H家 所 有地(32a}
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第4図 片岡南部地区における事業実施後の状態
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第2表1戸 当り水田と整理対象田面積

/1市

安

地 区 平 均

水田面積

15a

43a

37a

整 理 対 象 田

40a

30a

32a

く,平 均 して2箇 所 に集団 化 され てい る。 今!i了では1戸 当 り5.5筆 か ら2筆 へ変化 し,1

筆 当 り面積 は6.3aか ら17aへ 増 加 してい る。 同 じ く 国安 に お いて も1戸 当 り5筆 か ら

2.2筆 へ 減少 し,1筆 当 り6aか ら12aへ 増加 して い る。 か くの如 く 従来 よ り かな り筆

数,面 積 と も効果 はあ るが,平 均2筆 す なわち ほぼ2団 地 に集団 化す るには,標 準 区 画の

2倍 の水 田面 積 が必 要 とな って くる。改善 地 区内の水 田而 積が 標準 区 画 と同 じ程 度で は,

標準 区画 の分割 は必 至 であ る といわね ばな らない。

この こ とを さ らに土地条 件 の差 と所有 形態 か ら考 えてみ よ う。 まず 土地条 件の差 の問題

か ら検討 す る。 米作基 調の土地 改良 の努力 に もか かわ らず,全 面的 な耕 地条 件の均一 化 は

不可能 で ある。 と くに畑地 か らの転換 水 田の増 収 効果 の低 い ことは事 実で あ る。新 開田 さ

れ た水 田 の収 量は反 当 り7.5俵 前後,良 好 な状 態 において も約8俵 とい われ てい る23)。 こ

れ に対 し東野 付近 では,反¥[1り8.5俵 か ら9俵 で,約1俵 前後の差 が あ る。 平担地 水 田よ

りも山麓寄 りの水 田は,そ の地 味,地 形 な ど土地 条件 が異 な り,収 量 の地 域 差は微妙 であ

り,複 雑 であ る。 本地 区 も山麓寄 りの水 田の収量 は反 当 り6俵 前 後 といわれ,こ の よ うな

⊥地 条件 の差 は換地 に際 して重要 な条 件 とな った。豊度 の高 い土 地 は,そ れ を手 離す のを

嫌 うであ ろ うし,反 対 に豊度 の低い土地 は,そ れを1人 の人 が所有す るこ とには不公 平 さ

を感 じ るであ ろ う。 したが って,E£33tai.度が高 くて も低 くて も,区 画 の分割 の条 件 とな ったの

で あ る。

と ころで,本 地 区では所有 耕地 が各 部落 を出入す る出入耕 作が多 い。換地 に際 しては,

部落 内 単位で 集団 化す るこ とを理 想 と したが,結 局は 部落界 を無 視 した属人 主 義で実施 さ

れ た。 特 に今市部落 は,畑 地 帯 であ ったため,水 田而積 が少 な く,他 部落 の 土地 を買 い求

め耕 作 して い る者 が多い。上 述 の観点 か ら,換 地 の方法 は もとの耕地 のまわ りに新 しい耕

地 を集 中す る原地換 地 であ るこ とが わか る(第3図 と第4図)。 従来 の土地 か ら100m以

内の所 に集め ることを一 つの原 則 と したため,従 前の 各団地毎 に換 地 したとい って もよか

ろ う。 また筆者 の無 作 為のサ ンプ リング調査 によれ ば,わ ずかに⊥層 にい くほ ど集団 化 し

て い るとは いえ,階 層 間 の集団 化の利害 は それほ ど現 われ ない。 む しろ 本地 区 において

は,階 層 間格 差を云 々す るほ どの経 営親 模は ないので,経 営 問格 差を論ず るこ とにそれ ほ

ど重 要性 はない と考 え られ る。
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以上検討 して き ものを要約 す ると次の如 くな る。① 零細経営規 模地 区において は,標 準

区画 の分割 が激 し く,30a区 画が必ず しも適 当でない と考 え られ る。② 山間小盆地で は土

地条件が微妙 に異 るため,以 前の土地 に固執 した りあ るいは させ た りす る結果,土 地所有

の集団化が徹底 し難い こと。③農 道が各区画の一辺 に必 らず接す るよ うにな ったため,通

作距離が以前 ほど問題 にな らな くな った。 そのため原地換地 で も支 障がな く,ま た,そ の

方 がま とま り易 いこと。④換地 は地主 本位で実施 され たが,小 規模 であ るかわ りに,い わ

ゆる 日曜百姓で も可能で あるため土地 を手離す人 がいなか った こと。

要す るに標準区画の分割の顕著 な ことは,経 営規 模の零 細性 に基づ き,土 地条件 の差異

と土地所有 が相乗的な役割を果 し,原 地換地 せ ざるを得なか った点に求 め られ る。 これ ら

の諸条件の もとに本地区においては大区画 と思 われ る30aの 標準 区画 の分割 が進行 した。

これを構造改善事業実施 にお ける零細規 模地 域農業者の対 応の結果 といえ るのではなかろ

うか。逆 にいえば,小 農的農業を補足 したとで もいえよ うか。 ここで は,本 地 区において

は大区画を受 け入れ る条 件は,い まだ備 っていない ことを指摘 してお きたい。以上検討 し

て きたよ うに,景 観的 には整然 と区画整理 は実施 され たかのよ うに見 え るが,標 準 区画 の

分割を内包 したままの姿で,大 区画水 田にお ける零細農業者 の地域 的対応 を現実化 してい

る。 しか しこれ も将来 農地移動が容易にな り,農 地 集中が可能 にな るで あろ うことを前提

と して受 けとめ るな らば,現 在の状 態 もあ る程度容 認 されて しか るべ きもの と考 えて よか

ろ う。 それ は,今 後請負耕作が進展 したな らば,受 託農家が受 け入れやすい条件 を作 り出

した といえ るか らで ある。現在の ところそ うい った動 きは少 ないが,今 後注 目され るべ き

問題 であ ると考 える。

3)機 械化 と組織化 に関す る問題

農業構造改善事業 によ る圃場 整備は,大 型機械体系を前提 と して実施 された ものであ る

が,本 地 区 にお いて導 入 され た大型機械 といえば,ト ラクターがあげ られ るだけである。

コンバ イン,ラ イスセ ンターは山間小盆地の零細 規模 農業に とって は大型す ぎるこ とと,

技術的 に未 だ時期尚早 と して,将 来 の 目的 とい うことで補助事業 か らはず された。零細で

しか も比較的低位生産力地 帯においては,構 造改善事業 の目ざす大型機械 は現段 階で は適

応が 困難で あるとで もいえ ようか。 稲 作労 働が 以 前のよ うに 農作業に 占める重要度を減

じ,最 も少 ない労働力で事足 りる現 在では,女 性余剰 労働力 の燃焼 として の面 も強 くさえ

して い る。 いわんや飯米 自給的農村 では,稲 作労働 は重荷 となるほどの ものではない。む

しろ農 業が副業化 して い るとい って もよい24)。

トラクターの利用状況 をみ ると,本 地 区全体 で昭和40年 には84戸 で15.2haの 稼動実績が

あ った。 しか し,昭 和43年 には51戸 で8.4haと 面積 において半減 してい る。 この数字 は地

区内総農 家数の約2割,総 水 田面積 の1割 に も満 たない ものである25)。 トラクターは最初

片岡南部地 区の所 有であ ったが,利 用率 が低 いため,農 業構造 改善事業 で創設 され た養蚕

組 合へ売却 され た。 そ こで養蚕組合加入農家 を優先す るため,昭 和43年 度か らは利用料金

を一般 農家よ り安 くす る方法 を とってい る26)。例 えば,今 市部落 では経営農家数27戸 の う

ち養蚕組 合加 入農 家は2戸 であ るが,こ の農家 は大部分 の面積を トラクター耕転に依存 し

て い る。本地 区では トラクターの所有団体の立場か ら,養 蚕組合加入農家の優先使用が原

則 とな ってい る。

これに対 して,農 家個 別機械 の所 有状 況は どうか。 まず耕転機 の普及状 況をみ ると,事

業後は急速な伸びを示 してい る。例え ば今市 において は,昭 和35年 に耕転機が1台 しかな
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か った ものが,!1召和40年 には10台 購 入 されて い る。そ うして現 在で は全農家の8割 以上 に

普及 して きてい るといわれ る。 また乾燥機 もf¥に おいては,昭 和43年 には半数 の農家 に

導 入 され てい る。 直接的 な効 果と して は ・拝業前 は10a当 り25～26人 の労力を要 したもの

が,現 在 ではll～12人 に減少 して い る。 ここでの区 画整理 は トラクター によ る組織 的請負

は発達 させない で,む しろ個 別機械の普及 を促 して い る。 この トラクターの稼 動率 の低 い

原因 は,第1に オペ レー ターの確 保の 困難な ことに求 め られ る。す なわ ち稼動 時期が季節

的 に制約 され るため,臨1痔 的な仕事 にな って しま う。 それ と関連 して オペ レー ター も自分

の耕作を犠牲 に して まで請負 の仕 ・拝に出 るこ とは困難 にな るか らで あ る。 当初 は専 門の オ

ペ レー ターがい たが,現 在 では農外 勤務 に転 向 し,そ の後 をす べて養蚕 組合員で代行す る

形 とな って い る。 このため養蚕組 合加 入農家 は 事業の犠牲 にな った とい う声 も聞かれ るの

であ る。

本地 区で は,構 造改 善事 業以 前の段階で は牛馬耕か らよ うや く耕転 機の普及 しは じめ た

段 階で あ り,・拝業を契 機に耕転 機,乾 燥機 が急 速な普及 を示 したのであ る。 しか し平均40

a弱 の水 田で耕瓢 機,乾 燥 機を 具備す るこ とは経済的 効率が悪い。 これ らの 機械 は農外 収

入獲得 の予 段 と して購 入す るのであ り,ま た逆 に農外収 入に よ って 機械 を購入 してい る次

第で ある。 農業の ためにで はな く,兼 業 のために機械を購 入 して い るので ある。 そ う して

小型機械 の もつ耕転 ・索 引,運 搬な どの利用面 におけ る多様性 は,そ れ 自身 日曜百姓を助

長 し,小 農補強的 役割を果 してい るのであ る。 わず かなが らも未整理 の水 田を残 し,畑 仕

事 に出掛 けるのには,む しろ,小 型機械 の方が便 利であ る と云え よ う。 ここでは現在 よ う

や く小農的 機械 化の段 階に進ん だ時 期で あ り,そ れが一 足飛 びに 大型機械 化体系 の一 部 と

して の トラ クターが 入 り込 む条 件に欠 けてい た といえ る。 しか し大型機械 への展望 が全 く

ないので はない。 農 業者 は農 協な どの組織体 の役割に期 待 してい る。地 区では,農 協は資

金 の関 係か ら 請 負い 事業 に難色を 示 してい る。 自動 車の販売 な ど 消 費而 の開拓 だけでな

く,営 農面 での取 り組 み方を研究 してい ただ きたい ものだ。 い まほ ど組織 化 の中枢 とな る

組織 が必 要 とされ る時 はない。 しか し,後 述 の稲枝町 の場 合の よ うに,農 協の_.i,ti1」負 い も余

り期待で きる成績 があが って いないの も事実 であ る。農 業者 もrlか ら解決すべ く、ン:ち上 る

べ き時 ではなか ろ うか。i!燦 の実 施 と現実 の農村 とのズ レを追究 し,そ れを補 足す る施策

が必 要 とされ ることは もち論であ るが,か か る「1黍業 を こうい った地域 で実施す る必要 が ど

の程 度あ るのか とい うこと も再 検討 され るべ きで はなかろ うか。

4.平 担 地 農 村 の 場 合 一一稲 枝 町?ff光 与一

1)1拝 業の成立 とその基礎

稲枝 町では第1次 ・第2次 置!l:業の2地 区にわた って実 施 され た,第1次 事 業 は昭 和37年

か ら39年 にか けて,甲 崎 ・普 光寺地 区で実施 され,策2ψ ぐ}喋 は39年 か ら41年 にか けて稲

il!・柳 川地 区で実 施 され た。事業 参加農家 は第1次 が131戸,第2次 は204戸 で計355戸

とな る。両地 区 と も基幹作 目は米 と野菜(タ マ ネギ)を 指定 してい る。

稲枝 町は滋賀 県で も農 業近 代化へ の意欲 の盛んな町 であ る。農業構造 改善事業実施 以前

に も,昭 和30年 には⊥地 改良 区を設 置 し,そ れ以後①愛 西地 区灌概排水 工'.,② 愛西 土地

改良事業,③ 愛西地 区圃場 整備事 業,④ 曽根沼干拓事 業 と 豆な もので4つ あ る。農 業構造

改 善事業 は,② の土地改良 算業 の花形 と して登場 して きた次第 であ る。農業 構造改善事業

は他 の一般事 業よ り事業 費の補助率 が高 い。 例えば県営事業 の補 助率が4割 で あ るのに対
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して,構 造改善事業では7割 であ り,土 地改良に熱心 な地区に とっては,こ の高い補助率

が事業実施の魅力 となったといえる。事実,第1次 改善事業の実施 された甲埼 ・普光 寺地

区の土地改良は,最 初は一般団体営で昭和36年 か ら実施 されたが,構 造改善事業が実施 さ

れるやす ぐにこれに切り替え られた次第である。この地区では江州米の産地 として,米 作

りに自信を有 していたところから,土 地改良に対 しては以前か ら実施を念願 していたとい

われてお り,構 造改善事業の高い補助率が目あてであったといえる。

甲崎 ・普光寺地区は条里制の施行地域であって27),町 の中央部よ り琵琶湖岸 に近接す る

極めて平担な地帯 に位置す る。標高は最高87m強 で高度差は2mに すぎず,典 型的な平坦

地純農村といえる。1戸 当り耕地面積は8.9反 で滋賀県の平均的米作農村 といえよう。事

業以前の耕地を概観すると,地 区北西 部には約6haの 面積の小屋場沼があるが,こ れは琵

琶湖に流入する河川 とともに周辺水 田約80haの 用水源 となっていた。また全水田の約6割

は湖沼に流入するクリ～クが発達 し,舟 運がさかんであった地域である。改良事業実施以

前には,農 舟が約65隻 あったといわれる28)。そうしてこれ らの池沼や クリー クは同時に用

排水路の役割を果 し,電 動式ポンプでポンプアップ して きた。それ故,用 排水は非常に悪

く不安定な状態であった。すなわち従来 の水利系統 としては,下 流の沼をせ きとめ,数 ケ

所に井関を設置 し,ク リー クか ら各水田に用水を流 し込む。そこで小屋場沼などの沼をせ

きとめ,用 水するにして も,あ るいは排水す るにして も,上 位部の水田と下位部の水田で

は水位が食い違い,上 位部では用水不足になるが,下 位部では冠水するとい う矛盾を くり

返 していた。 このため昭和30年 よ り県営排水改良工事が実施された次第である。かか る状

態にあっては,農 業の機械化 も著 しく制約 されざるを得ない。そこで,ク リークを埋め立

てて耕地化 し,用 排水を分離 して30a区 画の水田へ と景観を変化させた。

2)区 画整理 と耕地 の集団化

地区内の全水田面積にあたる109.2haが 圃場整備された。 この うち構造改善 雰業で実施

されたのは54.7haで 残 りは一般団体営で実施 されたものであった。本地 区でも土地基盤整

備の総事業費に占める割合は約6割 で,そ の重要性は大きい。本地区では甲崎 ・普光寺の

両部落が1つ の単位となって事業が実施 され たが,こ こでは便宣上,普 光寺部落だけを選

んで考察す ることにす る。

第5図 と第6図 はその景観の変化を示す。まず耕地の区画と形状についてみると,条 里

制の施行地域であるところから,改 善後の景観 もある程度条里型地割に規制されていると

考えられる。すなわち区画の長辺がほぼ1町 間隔をもって並走 し,条 理型地割を比較的良

く残存 している例 といえよう。整理後の水利は,従 来の クリークにかわって,す べて琵琶

湖からの逆水灌概によって用水を確保す ることになった。県営の灌排事業により,2段 の

ポンプァップによって,琵 琶湖より本地区へ送水 される。その結果,間 断排水 も可能にな

り,番 水の必要 もな くなり,労 働軽減の効果は大きい。 したがって,今 日では水利_Lの 不

安や問題点は非常に少な くなったといえる。

さて耕地の集団化についてみ ることに しよう。換地は原地換地を大前提として実施 され

た。集落の形態が全 くの集居村であ り,部 落の1隅 に位置 してい る。 このため各農家の耕

地を一団地化することは,現 実の問題 としては不可能である。このように距離的に優劣の生

ずる場合には,あ る一定の距離を単位 とするブロック毎の換地 などが考え られ るが,こ こ

では土地条件や部落のまとま りという配慮が強 く従前の土地の近接地に耕地を集める方式

を徹底 させたのであ り,集 団化への意欲は盛 り上 らなかったといえる。 このような原地換

23



構造改善事業と地域農業の対応

第5図 普光寺部落における事業実施前の状態 第6図 普光寺部落における事業実施後の状態
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地 に よ る耕地 の集団 化の状態 は どうか。1戸 当 り筆数 は12.2か ら5.8へ,1筆 当 り面積 は

5.7aか ら13aへ 変化 した。 また1戸 当 り団地数 は9.3か ら5.2へ,1団 地 当 り面積 は7a

か ら13aへ それぞれ変 化 した ことにな る。筆数,団 地数 と もに,そ の数 において%に,面

積 にお いて2倍 へ と変 化 した。 しか し標準 区画が30aで あ り,し か もさほ ど標準 区画が分

割 されて いない のに もかか わ らず,1団 地 当 り面積が13aと は甚 だ少 ないが,こ れ は宅地

の周 囲に苗代 田や畑 を1ケ 所 に集 中 したため に生 じた もので あ る。 これ らを除 い た場合 の

1団 地 当 り面積 は30aぐ らいにな るもの と思 われ る。 ま たこれを経営 階層 別 にみ ると,零

細規模 にな るほ ど集 団化率 は低 くなってお り,大 規模 経営が集団 化に有 利 にな ることを示

してい る(第4表)。 これ の理 由と して は,所 有 面積 の大 きい人 か ら順 番 に各耕地 を割 り

当てて い った ことに求 め られ るといわれてい る。 ま た聴 き取 りに よれ ば,零 細規模 の農 家

ほ ど,換 地 に対す る不満が 強か った。 本地 区で は70a～150aの 階層 が全農家 に 占め る割

合が5割 以上 あ り,標 準区画 の分割 は顕著 ではないが,原 地 換地 を原則 と したため集団化

とい うにはほ ど遠 い感が ある。,ILA¥者 の さま ざまな思惑 や感情が交 錯 して,そ れが分散状
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第4表 普光寺地区1戸 当り団地数の変化(階 層別)
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態 の是正 を阻止 した ものといえよ う。 しか しなが ら,ク リー クに かわ って 農道 が 設置 さ

れ,用 水は琶琵湖 か ら送 水 されて,機 械導入 には非常 に好都合 とな ったことは否定 できな

い事実で あろ う。農業者 達は,将 来 に対 して は耕地 を集団化 した方 が良い と思 って はい る

が,現 実 の諸条件 の もとには,そ れ がゆがめ られて受 け入れ られてい るのであ る。

3)機 械化 と生 産の組織化

事 業実施過程で トラクター,ラ イスセ ンター,カ ン トリーエ レベー ターが導入 され た。

これ らの大型機械 は農 協の所有 になる ものでいわゆ る組織請負 といわれ るもので ある。 利

用の対象は稲枝 町全域であ り,農 協は 申し込 みに応 じて作業 を引 き受 ける方法を とって い

る29)。農協が事業主体 とな り,そ の役割 が大 き く,こ れ は余呉村 とは異 な るもので ある。 さ

て事業 の意図す る大型機械 による生 産性 の向上 は どの程度実現 されてい るか。基本 とな る

増収 と省力化 の問題 について明 らか に したい。筆者 は,普 光寺 の69戸 の農 家の うち29戸 を

対 象に アンケー ト調査 を行 った。 その結果 によ ると,ま ず反 当 り収 量は平均す ると480Kg

か ら530Kg前 後へ と上昇 してい る。最高で は・11と 答 えて お り,だ いたい5QKg前 後上昇 し

たと考 えて よい。 また反収が減少 したと答 えた ものは2戸 あ ったがiそ の理 由と して,悪

田(事 業 によ る整地 の まず さを指摘)を 割 りあて られ た ことをあげてい る。次 に省力化 の

効果 はど うか。 同 じ くア ンケー トによれば,29戸 の農家 のすべ てが減少 してお り,平 均 し

て150時 間～160時 間/10aか ら110～120時 間/10aに 減少 してい る。 区画整理事業 によ る直

接 的な効果 は一応 の成果 と して評価 され る。では実際 には大型 機械 が生産性 の向上 に どの

程度役 立つ てい るであ ろ うか。農協 の資 料によれ ば昭和40年 にお ける普光寺 における トラ

クターの利用戸数 は14戸,甲 崎 は11戸 で,各 々約2割 の農 家が利用 してい るにす ぎない。

そ う してそれ の利用 面積は約6haで 地 区総水 田面積 の5%に す ぎず,利 用率 の低 さが明 ら

か となろ う。 さらに これを42年 の利用状 況 と比較す ると,普 光 寺15戸,甲 崎7戸 で,利 用

面積 は2部 落合計 して5.3haと な ってお り,停 滞 ない しはやや減少傾 向さえ示 してい る。

次 に ライスセ ンターの稼動状況 をみよ う。42年 度 の本地 区の利用農 家数 は34戸 で総農 家

数 の3割 に相当す る。利用数量 は63,138Kgで 地 区総生産量 の1.2割 であ る。農家数 に比 し

て数量 が小規模 であ ることが わか る。未 だ全面的 に請負 え る段 階に達 していないとい って

よかろ う。

ヵン トリーエ レベ ーターは,昭 和41年 に購 入 され た ものであ るが,昭 和42年 には甲崎18

戸,普 光寺12戸 計30戸 が施設を利用 してい る。利用数量 は合 計 して97,203Kgで,地 区総生

産 量の約2割 を扱 ってい ることにな る。 以上 に明 らか に した如 く,大 型機械施設 の利用状

況 は非常 に低調で あ る。 そ こで何故 こんな に利用 率が低いのか,そ の原 因を ア ンケー ト調

査 か ら検討 してみ よ う(第5表)。

これによ ると,全 体を通 じて施設 を利用 しない農 家は7割 を 占めてい る。 ただ ライスセ

ンターは案外利用 率が高 くな ってい るが,こ れは無 作為 のア ンケー ト調査の結果上 ,仕 方

のない ことであ ろ う。 さて トラクターの利用率が極端 に低 いが,そ の理 由と して,半 数 以

一25一



構造改善事業と地域農業の対応

第5表(A}大 型機械の利用状況(普 光寺)

大喫 利用
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R.C10

C.E8

　

1-一牛し利∫財II用 堕 い
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120

一計_

29
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(注)複 数の理由をあげており延合計である。

◎(利 用しない農家)の 理由(普 光寺)
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計

28
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第6表(A)(大 いに利用する農家)の 階層別農家数(普 光寺)
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上 の農家が 「小 型機械 を所 有 してい る」 と答 えてい る。 すな わち トラ クターにかわ る耕転

機30),ラ イスセ ンターにかわ る籾す り機,乾 燥 機 な ど小農 的生産 に適合 した小型 機械 が普

及 してい ることが,大 型機械 の利用 率を低 めてい る最 大の原 因といえ よ う。 さ らにそれに

加 えて利用 料金 の問題 があ る。 昭和42年 において,ト ラクターは2,500円/10a,ラ イスセ

ン ターは370～400円/・1,カ ン トリーエ レベー ター330円/.1で あ り,個 別 機械 の利

用 効率を 低下 させて まで,大 型機械 の利用料金 を払 うことは著 しい過剰投資 にな って しま

う。家族労 作経営 の現 在では,利 用 料金を払 うとい うことにか な りの抵抗感 を もってい る

のであ る。

一 方 これ と反 対に 「大 いに利用 してい る」 農 家の理 由は
,そ の半数 が"兼 業 に都 合が良

い"と 答 えてい る。

さらに これ らの施設 の利用状 況を経営規 模別 にみ ることに しよ う(第6表)。 まず,「 大

いに利用」 して い ると答え た ものの半数 は50a以 下層 に 属 してい る。 反対 に 「利用 しな

い」 農家 は圧倒 的 に70a以 上層 に偏 在 して い る。以上 の結果か ら明 らかな よ うに,農 協の

請 負で ある大型 機械 は主 と して,零 細 階層が農外 収入 を求 め る方 向へ傾 くのを助 長 してい

る ことが指摘 されよ う。29戸 の アンケー ト調査 で はあ るが,こ の傾 向は疑 うべ くもない事

実 と して 目下進 行 中で あ る。構 造改善 事業 の 目的 とす る自立 農家 と,そ の手段 と して の大

型 機械 の導入 は,零 細 層 の兼業 促進施設 とな って しま った 感が あ る。 そ うして この傾 向

は,他 に筆者 が調査 した水 口町や守 山町 の場合 に も見 られ るので あ る。

最 後に,大 型 機械 に対す る地 域農業者 の姿勢 のい くつ かを要 約す る ことに したい。 ①大

型 トラクターは深 耕 しす ぎ ること。② ク リー クを埋 め立 て た箇 所 は トラクターが め り込 ん

で しま う。 この ことは排水 が完全で ない ことを も表 わ してい る。③ オペ レー ターの確 保が

困難 であ る。④ 申 し込 み制 であ るため需要 期が1度 に殺 倒 し,利 用料金 が高 騰す る。⑤ 同

じ く申 し込み 制であ るこ とと,耕 地 の集団化 が徹底 して いないため,耕 地 か ら耕地 への移

動 ロスが大 き く作業能率が 悪い。⑥ トラクターは耕 転機 ほ どの多面 的利用がで きない こと

な どがあげ られ る。 さ らに農 協 は,大 型機械 によ る請負 作業 を行 ないなが ら,そ の反面 で

小型 機械 の購入資 金 の援助 を してお り,機 械利用 の二元化 の推 進者で もあ る点は今後 の課

題 として残 され る。

本地 区で は,全 水 田面積 が圃場整備 され,コ ンバ インを除 い た一連 の大型 機械 が導 入 さ

れ,余 呉村 の場合 よ りは 事業 実施 の条件 に恵 まれ てい た。 しか し 大型 機械 の利用率 は低

く,そ の効果 は小 型機械で十 分 に代替 され た。個 々の農業者 は必 ず しも大型機械 を前提 と

して区画整理を受 け入れ たのではなか った。そ のため耕地 の集 団化 も不 徹底 に終 った。 そ

の結果,大 型機械 の利用 は,そ れが地 区農業 の発展 の萌芽 の役割を果 したか とい うと,む

しろそ うでは な く,応 急的,過 渡的 な段 階に あ り,個 々 の農業者 は相変 らず 自分 自身 のペ

ー スを守 り続 けてい るので あ る。

5.稲 作以 外 へ の道

一般に,農 産物価格は騰 落が激 しく不安定要素が多い。とくに野菜などは価格弾性値が

小さい。米だけが安全で有利な作物であった。と くに良質米を産する滋賀県においては,

構造改善事業の目ざす作目の選択的拡大の動 きは必ずしも活発とはいえない。余呉村の場

合は従来か ら養蚕業が存在 したので,養 蚕が基幹作目に選ばれた。稲枝町の場合は純粋に

稲作地帯であったが,タ マネギが指定 された。経営形態が質的に異なる両地区の場合を若
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干検討 してみよ う。

まず余呉村片岡南部 の場合であるが,戦 前までは47haの 桑園面積があったものが31),事

業実施以前の段階では約6haと 全 く衰退 してきた。それで もご く小規模なが ら経営は続け

られてきていた。事業実施の過程で,養 蚕に意欲のある農家がほとんどない'拝か ら,協 業

経営 も実現 していない。設立 された養蚕組合への加入農家は244戸 の うちわずか12戸 で,

14.6haの 集団造成改良桑園を1つ の義務感で経営 してい る。 しか も皮肉なことに,事 業に

よって機械化のために立木桑園か ら刈桑桑園へ切替えたが,雪 積のため大被害を うけた。

それを契機に養蚕に対す る意欲が盛々低下 し,現 在では,基 幹労働者は農外収入を求めて

流出し,老 入ない しは,余 剰労働力の燃焼としての役割を果 しているにすぎない。例えば

池原部落では以前か ら養蚕の盛んな所であって,事 業前には一応全戸に養蚕があったが,

事業にあたって集団桑園造成のために畑地を提供 した結果,こ れを機会に養蚕か ら手をひ

き,現 在ではわずか2戸 の農家が組合に加入 して,続 けているにす ぎない。 この養蚕農家

もすべて兼業従事者であり,年 間を通じて春蚕のみといった状態である。 もっともこの造

成桑園も将来は水田に転換する目的で造成 されたものであったが,米 の減反政策の出現と

ともに農業者達は大いな るとまどいをみせた。要するに本地区では兼業代替的32)であ り,

一方では閑期利用の低質遊休の家族労働力の完全燃焼の一形態として
,他 方そのための経

営耕地の家族的経営形態として存在 しているのである。農業への意欲はほとんどな く,ま

すます通勤兼業化 してい く33)。ここでは,「 農家」とい う概念そのものまで検討 され直す

べきであるといえようか。

次に稲枝町普光寺部落について簡単に述べたい。 ここでのタマネギ栽培は全 く実現 して

いない。 水田の裏作としての タマネギは,稲 作と直接比較され 得 ることもさる ことなが

ら,セ ッ ト方式に対す る暗黙の回答でもあった。42年 に行なった29戸 のアンケー ト調査に

よれば,タ マネギを積極的に栽培 しているのは2戸,仕 方な しに栽培 しているもの13戸,

全 く栽培 していないもの10戸,回 答なし4戸 となってお り,現 在ではさらに悪化 している

ものと思われ る。 これ らの農家は,補 助金の関係から栽培せ ざるを得ない不満を もち,農

外収入獲得の手軽さをあげてお り,農 業者の意志を無視 した結果のあ らわれであろう。

日本農業の近代化は水 田稲作巾心に展開 されて きた。 このことは,土 地基盤整備事業は

受け入れるが,米 以外の作 目の導入には消極的な対応の仕方によって示 されている。 そう

して由間小盆地 も平地農村 も,そ ういった意味では,一 つの共通点を もった方向に動き出

していることはほぼ間違いなかろう。

6.結 論 にか えて

経営近代化を前提 とした土地基盤整備について,農 業構造改善事業の実施による諸影響

と地域農業の対応とい う視点か ら検討 してきた。事業と地域農業の現実の姿とのズレは予

想以上 に大 きいものといわねばならない。単に批判す ることは容易なことであるが,地 域

農業は大きな変革期にあり,簡 単に結論をだせ るものではない。 ここでは,地 域農業の発

爬における構造改善事業の位置づけと若干の問題点を指摘 して,結 論にかえ ることにした

い。

構造改/L.事業は地域農業構造と密接に関連 し,そ れぞれの地域の歴史,社 会,経 済,技

術的な諸条件に規制されている。そうして,山 間小盆地農村 の場合も_1--N一地農村において

も,そ れへの対応の仕方には,相 当厳しいものがあった。 と くに 山間零細農村において
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は,改 善事業がはなはだゆがめられて受け入れられていたことが指摘 された。全国にわた

って,画 一的な事業における農業者の反応形態の一つと理解することができる。

また水田の全面積が区画整理 された地区も,未 整理田を残 した地区も,同 じ く大型機械

の利用率は低かった。 このことは,区 画を整理 して圃場条件を整備することと,大 型機械

の利用が,現 段階では密接不可分なものでないことを示 しているのではなかろうか。事業

が最初から企図 してきた効果は,む しろ小型機械化体系でじゆ うぶんに発揮 されているの

である。大型機械体系と小型機械体系の経済的,技 術的な比較検討や利用の組織化などの

問題は重要 な課題であるが,さ らに現在進行 している小型機械が各地で全面的な更新期 に

達 した時に,農 業者はどのような動 きをするかに注目したいのである。構造改善事業は,

純粋に経済的な見地から生み出されたものである。経営近代化にしても,単 に機械 などの

現物を用意さえすればこと足 りるのではな く,そ れを利用す るのが農業者である以上,農

業者の立場に立って考えてい くことがたいせつなのではなかろうか。

農業構造改善事業が兼業促進事業となっていることもまた事実である。農業労働者の地

すべり的流出や老令化が,農 業生産の発展を根底か ら阻止 しているといわれなが ら,米 作

に関しては未 曽有の大豊作が続いているのも現実の農業の姿である。単に悲観的な見方ば

かりでな く,か かる大豊作を招来 したエネルギーに着 目し,そ こにあ らわれた新 しい動き

を直視 して,文 化の向上をも目ざした方向での施策が必要 とされる。

湖北地方での素朴な人々との出会いと親交によって,失 われゆ く日本人の心の故郷に接

する喜びを得 ることができた。農業者の生活の中から学びとる必要性を痛感 した次第であ

る。

末筆ながら,日 頃親しく御指導いただいている谷岡武雄教授,小林博教授に心から御礼申し上げる。
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